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議第93号

関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出ずる゜

平成24年３月14日

滋賀県知事 嘉田由紀子

関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定に基づき、関西広域連合規約

（平成22年総行市第250号総務大臣許可）を次のように変更することにつき、同法第291条の１１

の規定に基づき、議決を求める。

第２条中「（以下「構成団体」という。）」を「（以下「構成府県」という。）並びに大阪市

及び堺市（以下「構成指定都市」という。以下「構成府県」とあわせて「構成団体」と総称す

る。）」に改める。

第３条中「構成団体」を「構成府県」に改める。

第４条第１項第１号中「構成団体である２以上の府県」を「２以上の構成府県」に改め、同条

第２項中「、鳥取県」を「鳥取県に係るものを、同項第３号（アからウまでに係る事務に限

る。）、第５号（ア及びイに係る事務に限る。）及び第７号に掲げる事務にあっては構成指定都

市」に改める。

第20条第２項に後段として次のように加える。，

この場合において、同表の中欄に構成指定都市が含まれる同表の左欄に掲げる経費（第４条

第１項第８号に規定する経費を除く。）に係る各構成団体の負担金の額を～人口割、宿泊施設

数割又は事業所数割（以下「人口割等」という.）により算出するときは、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号の定めるところにより算出する。

（１）構成指定都市の負担金当該構成指定都市に係る人口、宿泊施設数又は事業所数（以下

「人口等」という。）の２分の１に相当する数の別表の中欄に掲げる構成府県に係る人口等

の合計に対する割合に応じて、当該経費の総額から按分して算出すること。

（２）構成府県の負担金当該経費の総額から前号の規定により算出した各構成指定都市の負担

金の額を控除した額を、構成府県の人口割等により按分することにより算出すること。

附則第６項を附則第７項とし、附則第５項を附則第６項とし、同項の前に次の１項をｶﾛえる。

５年度途中に構成団体となった場合の第20条第１項第１号に掲げる負担金の額の算出について

は、月割によるものとする。

別表を次のように改める。
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別表（第20条関係）

備考

１この表において「均等割」とは、構成団体の数の割合をいう。

２この表において「受験者数割」とは、当該年度前の３箇年度においてそれぞれの試験に係

る受験願書（これに相当するものを含む｡）を提出した者の住所のある構成団体ごとの総数

の割合をいう。

経費の区分 負担する構成団体 負担割合

総
務
賢

第４条第１項第７号に規定す
る事務に係る人件費以外の経
費

第４条第１項第７号に規定す
る事務に係る人件費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県、徳島県、
大阪市及び堺市

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県及び徳島県

均等割10分の1０

受験者数割１０分の1０

企
画
調
整
費

第４条第１項第９号に規定す
る事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県、徳島県、
大阪市及び堺市

均等割（これにより難い事
務に係る経費にあっては、
広域連合長が別に定める負
担割合）１０分の1０

事
業
賢

第４条第１項第１号に規定す
る事務に係る経費

第４条第１項第２号及び第６
号に規定する事務に係る経費

第４条第１項第３号アからウ
までに規定する事務に係る経
賢

第４条第１項第３号エから力
までに規定する事務に係る経
賢

第４条第１項第４号に規定す
る事務に係る経費

第４条第１項第５号アに規定
する事務に係る経費

第４条第１項第５号イに規定
する事務に係る経費

第４条第１項第５号ウに規定
する事務に係る経費

第４条第１項第７号に規定す
る事務に係る経費

第４条第１項第８号に規定す
る事務に係る経費

同項第２号から第８号までに掲げ
る事務についてそれぞれ負担する
構成団体

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、徳島県､}大阪市及
び堺市

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県、徳島県、
大阪市及び堺市

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県、徳島県、
大阪市及び堺市

京都府、兵庫県及び鳥取県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

I

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県、徳島県、
大阪市及び堺市

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県及び徳島県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、徳島県、大阪市及
び堺市

同項第２号から第８号まで
に掲げる事務ごとの負担割
合

人口割１０分の10

人口割１０分の５
宿泊施設数割１０分の５

人口割１０分の５
宿泊施設数割１０分の５

人口割１０分の５
事業所数割１０分の５

人ロ割１０分の５
利用実績割１０分の５

人口割１０分の1０

人口割１０分の10

受験者数割１０分の1０

受講者数割１０分の1０
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３この表において「人口割」とは、官報で公示された最近の国勢調査の結果に基づく構成団

体の人口（第４条第１項第５号アに規定する事務にあっては、構成団体の区域のうち救急医

療用ヘリコプターが運航される区域であって別に定めるものに係る当該年の４月１日現在に

おける構成団体の人口に相当する人口として官報で公示された最近の国勢調査の結果に基づ

いて算出した人口）の割合をいう。

４この表において「宿泊施設数割」とは、統計法（平成19年法律第53号）附則第12条の規定

により同法第19条第１項の承認を受けた一般統計調査とみなされる宿泊旅行統計調査の最近

に公表された結果に基づく構成団体の宿泊施設の総数の割合をいう。

５この表において「事業所数割」とは、統計法第２条第４項に規定する基幹統計である工業

統計調査の最近に公表された結果に基づく構成団体の従業者10人以上の事業所の総数の割合

をいう。

６この表において「利用実績割」とは、当該年度において構成団体が救急医療用ヘリコプタ

ーを利用した回数の割合をいう。

７この表において「受講者数割」とは、当該年度において研修を受けた構成団体の職員の数

の割合をいう。

附則

この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。
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議第94号

関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成24年３月14日

滋賀県知事 嘉田由紀子

関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定に基づき、関西広域連合規約

（平成22年総行市第250号総務大臣許可）を次のように変更することにつき、同法第291条の１１

の規定に基づき、議決を求める。

附則第７項を附則第８項とし、附則第６項を附則第７項とし、附則第５項を附則第６項とし、

附則第４項の次に次の１項を加える。

（広域連合議員の定数等に係る経過措置）

５広域連合議員の定数及び選挙の方法については、第８条及び第９条第２項にかかわらず、国

出先機関対策の動向を踏まえた本格見直しを行うまでの間に限り、次の各号に定めるとおりと

する。

（１）広域連合議員の定数は、次号の規定による人数を合算した人数とする。

（２）構成団体の議会ごとに選挙する広域連合議員の人数は、次のとおりとする。

ア指定都市（地方自治法第252条の19第１項に規定する指定都市をいう。）を包括する構

成府県第９条第２項の規定による人数

イアに規定する構成府県以外の構成府県第９条第２項の規定による人数に１人を加えた

人数

ウ構成指定都市第９条第２項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数

附則

この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。


